
『第４０回 西日本アマチュアゴルフ選手権大会』 

・一般の部 ・シニアの部 ・グランドシニアの部 

 

競 技 規 定 

                         

■開催日    2018 年 11 月 8 日(木)、9 日(金) 

■開催コース  土佐カントリークラブ (桂浜・室戸コース) 

■主催     デイリースポーツ・土佐カントリークラブ 

 

競 技 の 条 件 

 

１． ゴルフ規則   

日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び本競技のローカルルールを適用する。 

２． 競技委員会の裁定   

競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 

３． 競技方法 

18 ホールズ・ストロークプレー 

４． 使用クラブの規格 

『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(B)1ａ』を適用する。 

５． 使用球の規格 

『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(B)1ｂ』を適用する。 

６． スタート時間  

『ゴルフ規則６-３ａ』を適用する。 

７．競技終了時点 

本競技は、競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

８．ホールとホールの間での練習禁止 

       『ゴルフ規則付Ⅰ(B)５ｂ』を適用する。但し、指定練習場でのパッティング練習を除く。 

９．プレーの中断と再開 

（１）プレーの中断（落雷などの危険を伴わない気象状況）については、ゴルフ規則６-８b､c､d に従って処理

すること。 

（２）険悪な気象状況にあるため、委員会の決定によりプレーが中断となった場合、同じ組の競技者全員がホ

ールとホールの間にいたときは、各競技者は委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開して

はならない。1 ホールのプレーの途中であったときは、各競技者はすぐにプレーを中断しなければなら

ず、そのあと委員会よりプレー再開の指示が出るまで、プレーを再開してはならない。競技者がすぐに

プレーを中断しなかったときは、規則 33-7 に決められているような罰を免除する正当な事情がなけれ

ば、その競技者は競技失格とする。この条件の違反の罰は競技失格（ゴルフ規則６-８b 注） 

（３）プレーの中断と再開の合図について。 

   アナウンス及び本部より競技委員を通じて競技者に連絡する。 

10．移 動 

正規のラウンド中の移動については、共用のゴルフカートの使用を認める。カートはキャディ及び共用する 

プレーヤーが運転することができる。カートを使用する場合は、カートはプレーヤーの携帯品の一部とする。 

カートを共用する場合は、共用のカートとそれに乗っている人や物は、球が関連している時はすべてその球 

の持ち主の携帯品とみなす。但し、そのカートを共用しているプレーヤーの一人がカートを運転していたと 

きは、そのカートとそれに乗っている人や物はすべてそのプレーヤーの携帯品とみなす。 

裏面へ続く 



11．使用ティーマーク 

   ●一般の部は、青マーカーを使用する。  

●シニアの部は、白マーカーを使用する。 

●グランドシニアの部は、銀マーカーを使用する 

12．順位の決定 

   ３６ホールを終え、１位が同スコアの場合は、即日委員会の指定するホールにおいてサドンデス方式によるプ

レーオフを行い１位を決定する。その他の同位については、ＩＮ(室戸)コースマッチングスコアカード方式によって

順位を決定する。 

13.スコアカードの提出 

   スコアリングエリア方式を採用する。 

 

ローカルルール 

 

１．アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。 

２．ウォーターハザードは黄線をもってその限界を標示する。 

３．修理地は青杭を立て、白線をもってその限界を標示する。 

４．排水溝は動かせない障害物とする。 

５．人工の表面をもつ道路に接した排水溝は、その道路の一部とみなす。 

６．室戸 6 番ホールにて球が送電線に当たった場合は、そのストロークを取り消し、罰なしに再プレーしなけれ 

  ばならない（規則 20－5 参照）その球をすぐには取り戻せない場合は、別の球に取り替えることができる。 

７．スルーザグリーンのいずれの場所ででも自己のピッチマークに球がくい込んでいるときは、その球は罰なしにこ

れを拾い上げて拭き、ホールに近づかず、しかも球の止まっていた箇所にできるだけ近い所にドロップすること

ができる。ドロップの際、球はスルーザグリーンのコース上に直接落ちなければならない。 

 このローカルルールの違反の罰は、２打。 

８． グリーンに近接する動かせない障害物について『ゴルフ規則付Ⅰ(Ａ)4ａ』を適用する。 

９． プレーヤーの球がパッティンググリーン上にある場合、その球やボールマーカーが プレーヤー、またはその

キャディーや携帯品によって偶然に動かされても罰はない。その球やボールマーカーは規則 18-2，そして規則

20-1 に規定されている通りにリプレースされなければならない。このローカルルールはプレーヤーの球やボー

ルマーカーがパッティンググリーン上にあり、いかなる動きも偶然である場合にだけ適用する。 

 

注 意 事 項 

 

１．ローカルルールに追加、変更のあるときは、スターターズテント内及びクラブハウス内に掲示して告知する。 

２．スタート時間 8 分前には、ティーインググラウンド周辺に待機すること。 

３．プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないように注意のこと。プレーの不当な遅延については 

ペナルティーを課すことがある。 

４．打球練習場においては備え付けの球を使用し、スタート前の練習は１人３０球(１０球１００円)を限度とする。 

５．前日及び大会初日の打球練習場は 16：00 までとし、パッティング練習場は 17：00 ピックアップとする。 

６．ギャラリーのコース内への立ち入りを禁止する。クラブハウスのみ可 

７．携帯電話は緊急時以外コース内での使用を禁止する。 

８．危険防止のため、帽子の着用をお願いします。 

９．委員会は競技中を含めいつでも、出場に相応しないと判断した競技者の参加資格を取り消すことができる。 

 

競技委員長  土 居 武 揚 


